
（総務課関係）   



1．総合的な少子化対策の推進について  

（1）児童福祉法・次世代育成支援対策推進法等の見直しの検討について  

政府においては、官房長官の下に設置された『子どもと家族を応援す   

る日本』重点戦略検討会議において、昨年2月より総合的な少子化対策   

について検討を進めてきたところであり、昨年12月には、「就労」と   

「結婚・・出産・育児」の二者択一状況を解決するために、「働き方の改   

革による仕事と生活調和の実現」と「新たな次世代育成支援の枠組みの   

構築」を車の両輪とする重点戦略をとりまとめたところ。  

この重点戦略を踏まえ、新たな次世代育成支援対策の枠組みについて   

速やかに検討を進めることとする－一方、当面取り組むべき課題について、   

今通常国会に児童福祉法、次世代育成支援対策推進法の改正法案を提出   

する準備を進めているところである。法案の主な内容としては、   

・ 家庭的保育事業や、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業等の  

子育て支援に関する事業の法定化   

・ 養子縁組を前提としない養育里親制度の制度化など、要保護児童を  

家庭的な環境で養育する体制の充実   

・ 次世代育成支援対策推進に基づく地域行動計画について、行動計画  

策定指針において、保育等のサービスについての参酌標準を設ける   

といった事項が構り込まれる予定である。  

児童福祉法等の一部を改正する法律案の主な内容（案）  

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等を曙まえ、子育て支援に関する事業の制度上の位置付けの明確  
化、虐待を受けた子ども等に対する家庭的環境における養護の充実、般書業主行動計画の策定の促進など、  
地域や職場における次世代育成支援対策を推進するための所要の改正を行う。  

1児童福祉法の一部改正①（子育て支援事業等を法律⊥位正仰ナることによる賀の確保された事業の普及促進）  

（1）子育て支援事業を法律上位置†刊ナ（平成21年4月施行）   
○ 以下の事案について、法律上位置付けるとともに、省令で必要な基準等を設け、都道府県知事への届出・指導  

監督等にかからしめることとする。   
ロ〕乳児家庭全戸訪問事業（※いわゆる生後4か月までの全戸訪問事業〉  
② 毒育支援訪問手業（失いわゆる育児支援家庭訪問手業〉   
③ 地域子育て支援拠点事業   
嘩）一時預かり事業  

○ また、市町村は、これら①～④の事業が着実に実施されるよう必要な措置の実施に努めるものとする。  

※ 上記の改正に併せて社会福祉法を改正し、上記事業及び2（2）の小規模住居型児童養育事業（仮称）について、篤2種社会福祉  
事業とすることにより、必要な社会福祉法の事業開始・指導監督頒定や、消費税等の非課税措置の対象とする。  

塑▼脚去律＿⊥阻置一寸（ナ上空成22年4ノヨ艶  ○ 保育に欠ける乳幼児を、家庭的保育者（市町村が行う研修を修了した保育士その他の省令で定める看であって、  
これらの乳幼児の保育を行う育として市町村長が適当と認めるもの）の居宅等において保育する手業について、  
法律上位置付けるとともに、省令で必要な基準等を設ける。   

○ 市町村の保育の実施責任「こ関する規定l－、保育所における保育を補完するものとして家庭的保育事業を位置  
付ける。  

○ 市町村は、事前に都道府県知事に届け出て家庭的保育車業を行うことができるものとし、都道府県による指導   
監督等にかから」めることとする。  
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2 児童福祉法の改正②（困刹陀状況にある子どもや家庭に対する支援の強化）  

（1）聖親制唐の己史正（平成21年1月1蔽行）   

○ 賽子縁組を前提とした里親と養育里雑を区別し、妻育里親の要件について一定の研修を修めることとする等里親  
制度を見直す。   

○都道府県の業務として、里矧こ対する相談等の支援を行うことを明確化し、当該業務を定の要件を満たすもの  
に委託できることとする。   

（2）小規模住居型児童養育事業（仮称）の創設（平成21年4月施行）   

○ 要保護児童の委託先として、養育者の住居で要保護児童を養育する事業（ファミlトホーム〉を創設し、養育者の  
事件等手業に関する要件を定めふほか、都道府県の監督等必要な規定を設ける。   

護児童対 （3）要保策加減協議会の機能強什〔平成21生4月施行）   
○ 要保護児童対策地域協議会の協謙対象を、養育支援が特に必要である児童やその保護者、妊婦に拡大するほか、   
要保護児童対策調整機関に、一定の要件を満たす者を置く努力義務を課す。   

（4）年長児の自立支捷策の見一首し（平成21年4月施行）   

○ 児童自立生活援助手業について、対象者の利用の申込みに応じて捏供することとするとともlこ義務教育終了後の  
児童のほか、20歳未満の者を支譲の対象として追加する等の見直しを行う。   

（5）施設内虐待の持方止（平成21年4月師   

○ 児童養護施設等における虐待を発見した者の通告義務、通告があった場合の都道府県や都道府県児童福祉審  
議会等が講ずべき措置等施設内虐待の防止のための規定を設ける。  

（6）その†也〔平成21年4  
0 児童相談所における保護者指導を児童家庭支援センター以外の一定の要件を満たす者にも委託できることとする。  

○ 児童家庭支援センターにつし＼て、児童福祉施設への附置要件の廃止等を行う。  
○ 都道府県における異種や児童養護施設等の提供体制の計画的な整備について、必要な措置を講じる。  

3 次せ代育成支援対策推進法の一部改正①（地域こおける取組の促進  

（1）匡】による参酌標準の提示（公布から起算して6月以内に施行）   

○ 国は、市町村行動計画において、保育の実施の手業、放課後児童健全育成手業等に関する手項（1）を定めるに   

際して参考とすべき標準（参酌標準〉を定めるものとする。  

e）地域行動三十画の策定等に対する労使の参画（公布から起暮して6月以内施行）   

0 市町村及び都道府県は、行動計画を策定・変更しようとするときは、住民の意見を反映させるほか、労使を参画させ  
るよう努めるものとする。  

Q）地域行動計画の定期的な評価・見直し（平成22年4月施行）  
○ 市町村及び都道府県は、定期的に行動計画に基づく措置の実施状況等を評価し、計画の変更等の措置を沸するよ   

う努めるものとする。  

4次世代育成支援対策推進法の一部改正②（一般事業主による取組の促進）  

（1）一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象の拡大（平成23年4日施行）   

○ 中小手業主のうち一定規模以上（100人超）の手業主について、行動計画を策定・届け出なければならないものとする。  

（2）一般事業主行動言十画の公表・周知（平成21年4月施行）   

0 行動計画の策定・届出義務のある事業主について、行動計画の公表及び従業員への周知を義務づけるとともこ、   

行動計画の策定・届出が努力義務の手業主についても、同様の努力義務を設ける。  
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子育て支援事業の定義規定のイメージ  

1乳児家庭全戸訪問事業  

市町村内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、①子  
育てに関する情報の提供、②乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、③養育につし、ての  
相談に応じい助言その他の援助を行う事業  

2 養育支援訪問事業  

厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した①保護者の養育を支援する  
ことが特に必要と認められる児童及びその保護者、②保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びそ  
の保護者、③出産後の養育について出産前におし、て支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が  
適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う手  

厚生労働省令で定めるとこ批より、児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育  
由臥・順の朗、助言その他の凍  1 ■l丸 l  

子育て支援事業の事業開始・指導監督の仕組みのイメージ  

※このほか、策2種社会福祉事実として位置付けた事業（乳児家庭全戸訪問事業・養育支援家訪問事業・地域子育て支援  
拠点事業・一時預かり事業）については、①寄付金の募集に際しての許可制廣、②サービス利用者に対する情報提供努力  
乗務、①利用申込み時の契約内容等の説明の努力義務、④自己評価等の真の向上の努力義務、①誇大広告の禁止等の  
社会福祉法の規定のほか、⑥消毒税等の非課税措置の対象となる。  
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（2）次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画の改定に向けて  

市町村及び都道府県の行動計画については、5年ごとに策定するも  

のとされており、平成22年度からの後期計画については、前期の行  

動計画について必要な見直しを平成21年度までに行った上で、策定  

することが必要であるとされている（行動計画策定指針）。  

後期行動計画については、ニーズ調査の結果や、①仕事と生活の調  

和憲章及び行動指針（数値目標等）、「子どもと家族を応援する日本」  

重点戦略の内容として、②女性の就業率の上昇を含めた中長期的な需  

要動向を勘案した上での各市町村におけるサービス必要量を見込んだ  

計画的基盤整備や③利用者の視点に立った点検・評価等の新たな視点   

や、前期計画策定後の新規事業や制度の改正状況などを踏まえて、そ   

うした内容に対応したニーズ調査を実施し、策定に向けた準備を進め   

る必要がある。  

また、策定に際しては、利用者満足度や成果指標など、サービスの   

利用者、子育て当事者、子育て支援団体等、市民が主体となって評価軸   

を考える仕組みを誘導し、行動計画の企画段階からの住民の参画を促進   

するなど多様な主体による参画・協働を進めていくことが重要である。  

なお、前期計画策定時の例を参考に、関連資料に20年度及び21   

年度に想定されるスケジュールをお示ししているが、22年度からの   

後期計画施行を念頭に置くと、21年度は計画の改定作業が中心とな   

るものと想定され、現状分析やニーズ調査の実施など準備的な作業に   

ついては、平成20年度中に着手することが必要になってくるものと   

考えている。  

厚生労働省としては、今後、計画策定の手引きや行動計画策定指針の   

改正作業を進めるとともに、社会保障審議会少子化対策特別部会におけ   

る議論の内容等の新しい動向について、適宜情報提供するなど、自治体   

の計画改定作業に向けた支援を積極的に実施していくこととしている。  

各都道府県におかれては、準備に遺漏がないようお願いするととも   

に、管内市町村への指導・支援について、特段のご配慮をお願いしたい。  

（その他）  

特定事業主行動計画については、次世代法の見直しにおいて、職員   

への周知を義務づけるとともに、行動計画に基づく措置の実施状況の   

公表義務化について準備中である。  

→般事業主の取組を促進するためにも、国や地方公共団体が率先し   

て対応していかなければならないものと考えるが、一部の市町村にお   

いては、特定事業主行動計画そのものが未策定の状況にもあることか   

ら、各都道府県におかれては、管内市町村への指導についても、併せ   

てお願いしたい。  
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2．地域の子育て支援の推進について  

（1）次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）について   

20年度の新規事業として次の2事業を実施することとしている。   

① 地域における仕事と生活の調和推進手業  

子育て支援に関して、行政、子育て支援団体、子育て当事者のみな  

らず、企業も含めて連携・協働を図り、地域における仕事と生活の調  

和の実現に資する地域ぐるみの子育て支援に関する取組の企画・検討  

・実施、及び情報発信・PRを行った場合にポイントの配分を行うこ  

ととしている。  

事業内容等については、別冊資料2のとおり予定しているので積極  

的な実施をお願いしたい。  

② 子どもを守る地域ネットワーク機能強化手業  

子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の調  

整機関の職員やネットワーク構成員の専門性の向上を図る取組、地域  

ネットワークと訪問事業（生後4か月までの全戸訪問事業や育児支援  

家庭訪問事業等）が連携を図る取組を行った場合にポイントの配分を  

行うこととしている（別冊資料3）。   

また、「地域における仕事と生活の調和推進事業」は平成20年度  

限りの事業、「子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業」は平成  

22年度までの3年間であるのでご承知願いたい。   

なお、20年度も引き続き実施することとしている特定事業（生後  

4か月までの全戸訪問事業他4事業）、へき地保育事業及び家庭支援  

推進保育事業のポイントの変更は予定していない。   

それ以外の具体的内容は、追って連絡させていただく。   

各都道府県におかれては、管内市町村への周知等よろしくお願いし  

たい。  

（2）地域における子育て支援拠点の拡充について  

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を踏まえ、今通常国会  

に提出予定の児童福祉法等の一部を改正する法律案においては、地域  

子育て支援拠点事業について、一定の質を担保する仕組みを設けつつ、  

事業の普及促進を図っていくという趣旨で、法律上の事業として位置  

付けることとしている。  
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法案においては、児童福祉法改正に併せて、社会福祉法を改正し、  

第2種社会福祉事業に位置づけ、社会福祉法上の事業開始・指導監督  

等質の担保を図る規定や消費税等の非課税措置の対象とすることも予  

定しているところである。施行時期は、平成21年度からを予定して  

いる。   

本事業については、国、都道府県、市町村が円滑な事業実施のた  
めにそれぞれの役割や機能を効果的に活かし、連携・協力しながら推  

進を図っていく必要があるが、実施主体である市町村においては、場  

の確保、人材や団体の把握・育成、事業とのマッチングやコーディネ  

ート等に関する取組を推進し、地域のニーズに十分対応できるように  

していただきたい。   

また、都道府県においても、管内市町村と連携・協力をしていただ  

くとともに、人材の養成・資質向上や管内ネットワークの構築等のた  

めの取組を積極的に推進していただきたい。   

加えて、本事業に関わるスタッフや地方自治体等関係者を対象とし  

た全国及び地方セミナーを来年度も開催する予定であるが、本年度の  

状況をみると、行政関係者の参加が少なく、参加者からも行政関係者  

との意見交換等を望む声が多く聞かれたことから、こうした子育て支  

援関係の研修やセミナー等に積極的にご参加いただき、子育て支援の  

実情や現場ニーズの把握、関係者との交流等を密に行っていただきた  

い。   

さらに、本事業については、全ての子育て家庭が歩いていける場所  

での設置に向けて推進しているところであり、今後、地域のニーズに  

対応できるよう設置数の計画的拡大や地域間格差の解消等、国として  

も積極的な支援を行っていくこととしており、今般、新たに法律上位  

置付けられた事業とする法案の趣旨も踏まえ、各自治体におかれても  

積極的な取組をお願いしたい。  
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3．児童虐待防止対策について  

（1）改正児童虐待防止法の施行等について  

児童の安全確認等のための立入調査の強化等を内容とした「児童虐待   

の防止等に関する法律及び児童福祉法の一Ⅶ一部 を改正する法律」（以下   

「改正法」という。）が、本年4月から施行される。改正法の規定に   

基づく厚生労働省令や改正法の関連通知については、3月中に速やかに   

公布又は通知する予定であり、現段階における厚生労働省令案及び関連   

通知案については別冊資料（1～6）のとおり、また、関連する事項に   

ついては次のとおりである。  

なお、これらを参照のうえ、児童相談所をはじめ関係機関等への周知  

及び指導を図るとともに、今後とも、子どもの安全確保を最優先とした  

迅速かつ適切な対応が可能となる体制整備をお願いする。  

【児童虐待を行った保護者に対する指導・支援の充実について】   

児童虐待への対応の中でも、保護者の支援について充実が求められて  

おり、改正法において、都道府県知事による保護者への指導の勧告に従  

わない場合の規定や、児童福祉施設及び里親への措置を解除する際に、  

保護者指導の効果等を勘案すべきとする規定が新たに設けられたところ  

である。   

そのため、児童相談所における保護者への指導・支援に関して最低限  

実施すべき事項の明確化と措置解除の在り方についての基本的なルール  

を定め迄ものである。（別冊資料7）  

【子ども虐待による死亡事例等の検証について】   

重大な児童虐待事例について、国及び地方公共団体が分析（検証）す  

る責務が設けられたことから、今後の地方公共団体における事例の検証  

作業のご参考となるよう、その基本的な考え方、検証の進め方等につい  

て定めたものである。（別冊資料8）  

【医療ネグレクトへの対応等について】   

保護者が児童に必要な医療を受けさせることを怠る「医療ネグレクト」  

の事例に関する取扱いや医療機関が妊娠・出産・育児期に支援を必要と  

する家庭を早期に把握し、市町村に対し情報提供を行うための連携のあ  

り方について明確化することについては、引き続き検討中である。  
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（2）子どもを守る地域ネットワークの機能強化について  

児童虐待防止については、児童相談所の体制整備とあわせて市町村体   

制の充実強化が必要である。  

特に、児童虐待防止対策の要となる「子どもを守る地域ネットワーク   

（要保護児童対策地域協議会）」（以下「地域ネットワーク」という。）   

の機能強化を図ることが重要となることから、次の取組をお願いする。  

【子どもを守る地域ネットワークの設置促進】   

市町村における児童虐待防止に向けたネットワークは、平成19年4  

月1日現在、84．1％の割合で設置されている。（うち、法定の地域  

ネットワークの設置割合は65．3％）   

市町村の児童家庭相談体制を強化するため、地域ネットワークの未設  
置市町村において、一目も早く、遅くとも平成20年度［机こ設置（虐待  

防止ネットワークからの移行を含む）されるよう、都道府県におかれて  

は、未設置市町村に対し設置への要請を行うことや専任職員の配置など、  

格段の取組をお願いしたい。（別冊資料9）  

【子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業の創設】   

地域ネットワークが市町村の児童虐待対応の要として対応していくた  

めには、調整機関職員や地域ネットワークの構成員の専門性強化を図る  

など、地域ネットワークの機能強化を図っていく必要がある。   

このため、平成20年度の次世代育成支援対策交付金において、「子  

どもを守る地域ネットワーク機能強化事業」を創設し、要保護児童対策  

調整機関  （以下「調薬機関」という。）職員の専門性向上を図るため、  

児童福祉司任用資格取得のための研修  （講習会）等の受講を行う場合（以  

下「基本事業」という」に交付金の対象事業としてポイこ／ト配分を行  

うこととしている。   

さらに、この基本事業の実施に加えて、地域ネットワーク構成員のレ  

ベルアップを図る取組、地域ネットワークと訪問事業（生後4か月まで  

の全戸訪問事業や育児支援家庭訪問事業等）が連携を図る取組を実施し  

た場合、加算ポイントの配分を行うこととしている。（別冊資料10）   

都道府県におかれては、管内市町村が積極的に取り組まれるよう、格  

段の協力をお願いしたい。   

また、調単機関職員の児童福祉司任用資格の取得促進を図るため、都  

道府県が実施する「児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）」  

（児童虐待・DV対策等総合支援事業）において、調整機関職員等の市  

町村職員も対象とすることとしたものである。  
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を積極的に開  かれては、この研修（講習会）   ついては、都道府県にお  

講 について格段の御協力をお願  関 職員の研修受   とともに、調整機  催する  

いしたい。（別冊資料11）   

なお、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会報告書等を踏ま  
え、児童福祉法等の一部改正法案を国会に提出すべく準備を進めており、  

その内容として、生後4か月までの全戸訪問事業や育児支援家庭訪問事  

業の法定化や地域ネットワークの機能強化を図るための措置を講じるこ  

とを検討している。  

（3）児童相談所等の休制強化について  

本年4月から施行される改正法において、児童相談所の役割と責務は、   

従来よりも増して重要となっている。  

国としても、その体制強化のため、次のような支援を行うこととして   

いる。  

【平成20年度地方交付税措置について】   

児童虐待防止法が制定された平成12年以降、各自治体は児童福祉司  
の増員を行い、平成19年4月現在2，263名の配置と、体制強化が  
図られてきたものの、虐待対応件数の伸び率はこうした体制強化を上回  

る勢いとなっている。 また、平成16年の児童虐待防止法の改正による  

通告対象の拡大等により、相談件数の増加とともに、保護者との対立な  
どに悩む職員のバーンアウトも増加しているところである。   

このような現状から、児童福祉司等の職員の増員については、各都道  

府県・関係団体より強く要望されているものの、総人件費削減や地方公  
今般、平成  務員削減計画などにより、増員措置が厳しい状況であるが、   

20年度地方交付税措置におし、ても、爛人［］170万  

0年度  25人→平成19年度28人→平成2   人あたり：平成18年度  

29尤）の経費が充実される見込みであるので、各自治体におかれては、  

一層必要な人員体制の確保に努めていただき、児童相談所の体制強化に  
努めていただきたい。   

なお、一部の自治体においては、児童福祉司が知的障害者福祉司や身  

体障害者福祉司を兼務し、障害児と障害者の相談事業（判定業務や手帳  
交付事務等）を統合した「障害関係相談所」などにおいて相談事業を行  

うといった取組を進めており、児童福祉司の増員措置への対応に当たっ  
ては、こうした地方交付税で措置されている知的障害者福祉司や身体障  

害者福祉司の措置人員を活用するなどの柔軟な対応も考えられる。  
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【平成20年度予算案について】   

児童相談所一時保護所については、虐待件数の増加とともに、保護人  

員、保護日数ともに年々増加している傾向にあり、特に都市部を中心に  

定員を超過して保護している状況が引き続き見受けられるところであ  

り、一時保護所の定員不足の解消も喫緊の課題である。  

こうした状況を解消するため、平成20年度予算（案）  においては、  

噸こ障  

害児施設も児童相談所からの一時保護を受託した場合に事務費（措置費）  

を支弁することとしている。   

また、今年度においても、定員不足を生じている一時保護所を有する  

自治体については「一時保護施設等緊急整備計画」の策定を求めること  

としており、各自治体においては早急に一時保護所の定員不足の解消等  

に努められたい。   

なお、緊急整備計画策定の対象となる自治体を把握するための調査に  

ついては後日行う予定であるので御了知願いたい。（別冊資料12）  

【平成20年度「要保護児童対策模範事業表彰」について】   

昨年より実施することとなった「要保護児童対策模範事業表彰」につ  

いては、各自治体における、児童虐待、非行などの要保護児童対策の  
一層の向上を図るため、児童相談所及び市町村関係機関（要保護児童対  

策地域協議会又はその構成機関をいう）が行う、先駆的・独創的で、か  

つ、他の児童相談所や市町村関係機関の模範となるような取組を行う団  

体について表彰を行い、全国の児童相談所や市町村における要保護児童  

対策の向上を図ることを目的とするものである。   

平成20年度においても引き続き実施するので、各自治体においては  

先駆的な取組等を行う団体等の積極的な推薦をお願いしたい。（〆切：  

平成20年4月末日）   

なお、実施通知については後日発送する予定である。（別冊資料13）  

【社会的養護専門委員会の報告書を踏まえた対応】   

社会的養護体制の充実・強化については、昨年11月、社会保障審議  
会児童部会社会的養護専門委員会の報告書にとりまとめられたところで  

あるが、児童相談所に関しては、アセスメント機能の充実・強化を図る  

こととされており、今後検討を進めていくこととしている。また、同報  

告書では、児童相談所の行う保護者指導を一定の要件を満たす機関にも  

委託できることとするとともに、委託機関の一つである児童家庭支援セ  

ンター については、施設に附置されている場合だけでなく、一定の要件  
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を満たすNPO等も設置を可能とすることとされており、これを踏まえ  

法改正を行うことを予定している。  

（4）児童相談に携わる職旦の研修について  

児童家庭相談に携わる職員を対象とした研修については、今日の現場   

状況にあった効果的な研修内容となるよう、国が実施する研修と都道府   

県が実施すべき研修を整理するとともに研修の体系化を図り、平成20   

年度においては、   

①児童相談所内において指導的立場にある者を対象とした研修の充実   

②都道府県が市町村の調整機関職員等を対象に実施する「児童福祉司任  

用資格取得のための研修（講習会）」の講師や企画立案に携わる研修  

指導者の養成研修を創設   

③児童虐待対応を行っている市町村の調薬機関職員等の更なる専門性を  

向上させるための「地域虐待対応アドバンス研修」の創設   

を行ったところである。（別冊資料14～16）  

これらを踏まえて、管内市町村にも周知を図るなど、積極的に研修を   

受講するようお願いする。  

（5）啓発活動について  

平成16年度から児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待   

防止推進月間」と位置づけ、児童虐待に関する社会的関心の喚起を図る   

ため、集中的な啓発活動を実施している。  

平成20年度においても、月間標語の公募、 広報啓発ポスター・チラ   

シの作成・配布、政府公報を活用した各種媒体（テレビ、新聞、雑誌等）   

による広報啓発などを行うほか、全国フォーラムを11月2日（目）～  

3日（祝）に滋賀県大津市において開催する予定である。   

また、地方自治体が実施する、子どもの虐待防止に向けた「オレンジ  

リボン・キャンペーン」の取組については、「児童環境づくり某盤贅備  

事業」一（児童育成事業推進等対策事業）の優先採択としており、現在、  

平成20年度の協議を受け付けているところであり、積極的に協議を行  

われたい。（〆切：平成20年2月末）   

なお、児童虐待防止月間（11月）を中心に実施されるオレンジリボ  

ン・キャンペーンについては、里親月間（10月）を中心に実施される  

里親委託の推進に向けた普及啓発のための取組と連携して実施するな  

ど、双方の取組が効果的に実施されるよう考慮されたい。  
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4．児童福祉施設等の整備及び運営等について  

（1）児士福祉施設等の整備について   

① 薬備量の確保について  

児童福祉施設等に係る施設整備事業については、次世代育成支援対  

策推進法に基づく地域行動計画に従い、地域の実情に応じた次世代育  

成支援対策に資する児童福祉施設等の施設整備を支援するため、平成  

19年度補正予算として約51億円、平成20年度予算案において約   

137億円の合計約188億円を確保．し、地域の実情に応じた施設整  

備が十分に可能となる準備量を確保したところである。  

② 平成19年度補正予算について  

平成19年度補正予算においては、児童福祉施設における児童の安   

全確保の観点から耐震化の促進を図るため、耐震改修の施設整備に要   

する費用として約51億円を計上し早急に整備を図ることとしたとこ   

ろである。  

③ 平成20年度予算案について  

平成20年度予算案においては、保育所待機児童解消を図る贅備、   

児童養護施設等の小規模ケア化を図る薬備などを推進するため、約  

137億円計上したところである。平成19年度及び平成20年度の   

整備に当たっては、平成19年12月21日付け事務連絡で既にお願   

いしているところであるが、平成19年度補正予算において平成20   

年度協議予定の積極的な前倒し執行を行うなど、全体として必要な整   

備が図られるよう格段のご配慮をお願いする。  

④ 社会福祉施設整備業務の再点検について  

不祥事案の防止の観点から、国庫補助金や交付金協議の対象施設の   

選定手続の見直し、社会福祉法人の認可や運営に関する業務の適正化   

等を図るため、平成13年7月23目付で「社会福祉法人の認可等の   

適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底   

について」を発出しているところである。  

各都道府県市におかれては、本通知を踏まえ、施設整備業務の再点   

検を行うとともに、社会福祉法人等に対し指導の徹底を図られたい。  
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